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１．開  会 

（事務局） 

 ただいまから、平成２６年度第２回国営事業評価技術検討会を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中、委員の皆様におかれましては、ご出席いただきまして、まことに

ありがとうございます。 

 私は、事務局を担当いたしております北海道開発局農業計画課の高井でございます。 

 本日の検討会の進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、第２回目の検討会ですが、当技術検討会の委員、事業管理委員会の委員のご紹

介につきましては、資料にございます座席表をもって、かえさせていだきます。 

 

２．事業評価結果の諮問（手交） 

（事務局） 

 本日の委員会では、事後評価地区に関する評価結果の諮問を農業水産部長の仲家から長

澤委員長に手交させていただきます。 

 諮問書の手交をよろしくお願いします。 

 

（仲家農業水産部長） 

 よろしくお願いいたします。 

〔 諮問書を手交する 〕 

（長澤委員長） 

 確かに、承りました。慎重に審議し、技術検討会の意見を答申したいと思います。 

 

（事務局） 

 それでは、以降の議事につきましては、長澤委員長に進行をお願いいたします。よろし

くお願いいたします。 

 

３．技術検討会審議 

（長澤委員長） 

 ただいま諮問を受けました事後評価地区についての審議に入ります。 

 私ども国営事業評価技術検討会委員は、この内容に対して意見を答申することを最終的

な任務としております。 

 本日は、現地調査の概要あるいは評価結果について、事務局からご説明をお願いします。 

 私どもは、５月から委員として、地区の説明を受け、現地調査に出向き、参考資料等も

見ております。これらを踏まえて各委員から質問をいただき、各地区の評価結果について、

本検討会としてどのような意見を答申するかについて議論を重ねたいと思います。 

 事後評価地区につきましては、かんがい排水事業 いしかり地区、別海地区、芽室地区、
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雄信内地区、畑地帯総合土地改良パイロット事業として、天塩平原地区、総合農地防災事

業として、石狩川愛別地区の６地区であります。 

 それでは、順次、事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 それでは、国営かんがい排水事業のいしかり地区の現地調査概要評価結果について、説

明いたします。 

 お手元に議事次第と書いてあります資料ですけれども、この中に、資料４の事後評価現

地調査概要と、資料５の事後評価結果資料という資料をつけております。これに沿って説

明いたします。 

 まず、現地調査の概要ですが、資料４と書かれてある事後評価現地調査概要という資料

があり、この資料４の１枚目にいしかり地区があります。まず、こちらをご覧いただきま

して、いしかり地区の現地調査の概要をご説明したいと思います。 

 まず、この資料に日時、出席者、現地のどこを見たかということを記載しています。 

 意見交換会では、委員から、事業がもたらした効果、要望、期待等に関する質問があり

ました。参加者からは、以下のような回答やご意見、状況の説明があったところです。 

 一つ目に、以前は石狩川の塩分濃度が上昇すると取水停止となったが、現在はいしかり

調整池の用水が活用できることで安心して稲作ができる。二つ目に、揚水機場の更新によ

り維持管理費が軽減した。三つ目には、大雨時に、一時避難としていしかり調整池に水を

送る準備をしたことがある。地域の防災にも役立っているということです。 

 現地調査の概要につきましては以上です。 

 続きまして、評価結果のほうに進みます。 

 資料５の１ページ目にいしかり地区の評価書をつけております。 

 事業の概要につきましては、事業の背景と整備の内容を記載しています。 

 いしかり地区では、石狩川の塩水遡上時に取水停止となり、用水不足を来していたこと

や、揚水機の老朽化、排水不良に悩まされていたところです。 

 主要工事は貯水池１カ所、揚水機場１カ所、排水路２．８ｋｍであります。 

 評価書ですが、以前、委員の皆様にご説明したものからの変更箇所についてお伝えいた

します。 

 いしかり地区につきましては、５ページ目に総合評価とありますけれども、ここの２行

目に、従来は、単収の向上ということを書いていたのですが、ご指摘に沿いまして、干害

被害が防止され水稲の安定供給が図られているという書き方に変更しています。また、用

水改良と排水改良について、以前はまとめて記載していたところでありますが、これを分

けて記載しております。 

 いしかり地区の基礎資料なのですけれども、２０ページをお開き願います。 

 作物被害の解消ということで、いしかり調整池の効果ということで、２０ページの中ほ
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どですけれども、グラフを一つつけております。取水停止による被害のあった平成１４年

と調整池を稼働した年におきまして、受益農家の単収及び石狩市全体の単収を記載してい

るところであります。 

 平成１４年では、市全体の単収と受益農家の単収に開きがあったところですが、調整池

を稼働した平成２０年と平成２５年につきましては、受益農家の方も石狩市全体と遜色の

ない単収が確保できている状況です。以上のようなグラフを添付したところであります。 

 いしかり地区の今後の課題といたしまして、「事業効果を継続的に発揮させるため、整

備した農業用用排水施設の機能診断を定期的に実施し、適時適切な補修・補強を行うとと

もに、計画的な更新整備を実施する必要がある。」としています。 

 総合評価としましては、「本事業及び関連事業の実施により、石狩川の塩分濃度上昇に

よる取水停止においてもかんがい用水の供給が行われることで、干害被害が防止され、水

稲の安定供給が図られたとともに、排水改良により湛水及び過湿被害の解消が図られ、農

業経営の安定に寄与している。 

 また、いしかり調整池の周辺は、散策路などとして地域住民に利用されており、生活環

境の向上にも寄与している。」としています。 

 以上です。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまご説明がございました国営かんがい排水事業いしかり地区の内容に

ついて、委員から質問、意見をお願いいたします。 

 概要でも、関係団体の意見でも、基礎資料でも、どのような点でも結構です。いかがで

しょうか。 

 このあたりの質疑応答が済んだ段階で、次の事業管理委員会からの総合評価について、

分けて質疑をしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（紺野委員） 

 今日の議論というのは、総合評価についての議論ですか。 

 

（長澤委員長） 

 事業管理委員会が基礎資料等をふまえて、みずから評価をしたのが総合評価です。我々

は、第三者として、その内容について判断し、意見を述べることになります。 

 

（紺野委員） 

 わかりました。 
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（波多野委員） 

 一つ確認です。２０ページの取水停止による被害があったという平成１４年のデータが

載せられていますけれども、これは、ほかの年についてもデータがあるのですか。 

 

（事務局） 

 平成１０年につきましては、ちょっと古過ぎるということで、ＪＡいしかりにはデータ

がなかったのですけれども、取水停止期間が長かった平成１５年についてもデータを押さ

えております。ただ、平成１５年は冷害がひどかった年で、参考までにお伝えしますと、

石狩市の平均、受益農家とも低い単収でしたが平成１４年同様に差があったところです。 

 

（波多野委員） 

 両方とも、より低いわけですね。 

 

（事務局） 

 両方とも低いのですけれども、受益農家のほうがより低かったということです。 

 

（波多野委員） 

 わかりました。結構です。ありがとうございます。 

 

（長澤委員長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

（長澤委員長） 

 それでは、今後の課題、それから、北海道等の意見を踏まえた事業管理委員会の総合評

価の書き方といいますか、この総括の内容についていかがでしょうか。 

 事業評価結果資料の一番最後のところに当たる部分です。今のところ、技術検討会の意

見は空欄になっております。これを埋めるのが我々検討会の仕事になるわけです。 

 よろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

（長澤委員長） 

 それでは次に、私が作成した答申の案について説明をいただきます。 

 なお、この私案は、地区資料や現地調査、あるいは、これまでの検討会での議論などを

踏まえて、私の責任で取りまとめたものです。検討会の審議を円滑にするために、あえて

たたき台として用意いたしました。この答申の内容や趣旨をこの文言で縛るつもりはいっ

さいございませんので、その点をあらかじめお断わりしておきます。 

 それでは、読み上げていただけますか。 
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（事務局） 

 いしかり地区の委員長案を読み上げます。 

 「本事業及び関連事業の実施により貯水池・揚水機場・排水路が整備され、受益農家の

経営安定に寄与したと認められる。また、施設整備に伴う塩分濃度監視の自動化等により、

維持管理の効率化が実現したことも評価できる。 

 かんがい用水の安定供給及び排水改良により、土地生産性が向上したことに加えて、貯

水池周辺が地域住民の生活環境や野生生物の生息環境向上にも寄与している。」。 

 以上です。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございます。 

 以上のような文言にまとめたのですけれども、これについて、修正、訂正あるいは加筆、

削除等について、ご意見がございましたらお願いいたします。 

 現地調査をしても、受益農家の方の意見を聞いても、ここに書いてあるような内容で総

括できるかと思いますけれども、何か足りない部分等がありましたらお出しください。 

 

（岡村委員） 

 １点、後ろのほうの貯水池周辺が地域住民の生活環境や野生生物の生息環境の向上にも

寄与しているとありますが、これは、周辺だけではなくて、貯水池の中も干潟状態になっ

て寄与しているので、「貯水池一帯」のほうが意味としてよろしいのではないでしょうか。 

 

（長澤委員長） 

 貯水池周辺というと、貯水池の中は含まないのですね。 

 

（岡村委員） 

 周りだけになってしまいます。 

 

（長澤委員長） 

 なるほど。 

 いかがでしょうか。 

 たしか、貯水池の底面には不陸があって、適当に水面と陸がありまして、そこに渡り鳥

が来るのですね。そのようなことで生物環境にいいというお話でしたね。 

 それでは、貯水池一帯と、中も含めるような言い方に変えるということで検討させてく

ださい。 

 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 
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（長澤委員長） 

 これでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

（長澤委員長） 

 それでは、次の地区に移りたいと思います。 

 別海地区の内容について、ご説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 それでは、資料４の２ページ目になります。 

 別海地区の現地調査の概要について説明いたします。 

 これは、日時と出席者、現地のどこを見たかということを記載しています。 

 参加者からのご意見につきましては、ここに記載しましたように、肥培かんがいを行う

ことにより牧草の収量が増加し、化学肥料の使用量が減少した。本事業により河川水質の

悪化防止に役立っていると思われる。魚や鳥を見かけるようにもなり、自然環境が戻って

きていると実感する。スラリー化したふん尿は臭気が軽減されるため、完全腐熟してから

散布することを指導している。土砂緩止林は鹿による食害等によって枯れている場所があ

り、今後、植林方法等について継続的に検討する必要があるという意見が出ていました。 

 続きまして、評価結果です。 

 資料５の６ページからが別海地区の評価書です。 

 別海地区ですが、前歴事業として根室区域農用地開発公団事業が行われたところですが、

用水施設の老朽化や用水需要の変化による用水不足がありました。また、排水路の通水能

力不足が営農上の支障となっていたほか、環境面では畜産経営等による河川の水質への影

響が懸念されている状況でした。 

 主要工事は用水路７１．０ｋｍ、排水路４３．６ｋｍであります。 

 評価書ですが、以前、委員の皆様にご説明したものからの変更箇所をお伝えいたします。 

 まず、９ページ目の（３）として、公共水域の水質改善という項目を追加しております。 

 水質負荷の軽減が図られたことの裏づけとしまして、モニタリングの結果を記載してい

るところであります。 

 修正箇所として、１０ページ目の中ほどにあります総合評価ですけれども、２行目の後

半に家畜ふん尿の有効利用による肥料費の節減というところを追加しているところです。 

 別海地区の今後の課題としまして、「地域資源である家畜ふん尿の有効利用と地域環境

を保全するために、現在、釧路・根室地域で進められている国営環境保全型かんがい排水

事業を計画的に進めていく必要がある。」としています。 

 総合評価につきましては、「本事業及び関連事業の実施により、用水不足や排水不良等

の農業被害が解消されたことから、農作物の単収の向上、農作業の効率化及び家畜ふん尿

の有効利用による肥料費の節減が図られ、農業経営の安定に寄与している。 
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 また、家畜ふん尿の有効利用が行われるとともに、水質浄化機能等多面的な機能を有す

る農業用用排水施設が整備されたことから、河川・湖沼等の水質負荷の軽減が図られ、環

境保全型農業の推進に寄与している。 

 さらに、事業実施を契機に、地域内においてＴＭＲセンターが設立され、コントラクタ

ー組織も増加するなど、農業経営の効率化が図られている。」としています。 

 以上です。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございました。 

 先ほど、総合評価を分けて意見交換をしましょうと申し上げましたけれども、一体のほ

うがいいですね。 

 現地調査の概要、それから、事後評価結果資料の内容について、ご質問、ご意見等がご

ざいましたらお願いいたします。 

 いかがでしょうか。 

 今、つけ加えたとおっしゃいました公共水域の水質改善につきましては、どういう経緯

でこれを挿入することになったのでしたか。 

 

（事務局） 

 挿入した部分ですけれども、総合評価の５行目の中ほどに、「河川・湖沼等の水質負荷

の軽減が図られ」という記載があります。この記載に対して、この評価書の中で、それを

裏づける資料がついていないということのご指摘をいただきましたので、ここの公共水域

の水質改善という項目を裏づけるデータとしてこちらに書き加えたところです。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

（波多野委員） 

 今のご説明を聞いて、逆に気になったのは、肥料の節減効果は具体的にどこで認められ

ていたのでしたか。 

 

（事務局） 

 肥料の節減効果につきましては、評価書のほうでは、４の事業効果の発現状況の（１）

の①になります。家畜ふん尿の効率的な農地還元により、化学肥料の散布量が削減されて

いるというところで、受益農家アンケート調査としましても…… 
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（波多野委員） 

 アンケート調査でやったのですね。具体的に数値が出ているわけではないのですね。 

 

（長澤委員長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

（長澤委員長） 

 ご質問がないようでしたら、続いて、委員長私案について、ご説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 別海地区の委員長案を読み上げます。 

 「本事業及び関連事業の実施による用水施設の整備により、家畜ふん尿が効率的に農地

還元され、また、排水改良により農作業の効率化が図られるなど、受益農家の経営安定に

寄与したと評価できる。 

 また、家畜ふん尿の農地還元によって購入肥料費の節減が図られているほか、悪臭の解

消など、畜舎周辺の環境改善が図られたことに加えて、公共水域の環境改善に貢献したと

認められる。」。 

 以上です。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございます。 

 このような内容にしたのですけれども、いかがでしょうか。 

 

（波多野委員） 

 購入肥料費の節減というのは数値で出ていたのでしたか。 

 

（長澤委員長） 

 先ほどのお話ですね。 

 

（波多野委員） 

 先ほどのものは、アンケートで減ったということでしたね。 

 

（事務局） 

 アンケートでは、肥料費が何割節減しましたかという聞き方をして、その平均をとって

１８％ということです。 
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（波多野委員） 

 減少率で出しているわけですね。それで購入費に換算できるわけですね。 

 

（事務局） 

 はい、そうです。 

 

（長澤委員長） 

 よろしいですか。 

 

（波多野委員） 

 一般的な金額がこの程度というのがあるはずなので、その１８％と言われれば、そうか

なというふうに思えますね。 

 

（黒﨑調整官） 

 「費」をとってもいいかもしれませんね。「購入肥料」だけでもいいかもしれませんね。 

 

（仲家農業水産部長） 

 そこは、委員がおっしゃるように、定量的ではない部分をあえて書かなくても、バック

はこの資料なので、これを適切に反映した形にしていただけるのであれば良いと思います。

「費用」とか「費」と出てくると、具体的な金額の話になってしまうので、そこは、もう

少しやわらか目に書くということはあり得るとは思います。 

 

（波多野委員） 

 一応、８ページに１８％という数値も書いているのですね。 

 

（仲家農業水産部長） 

 数値的に出ています。そのもとがここだということなのです。そこをご理解の上で、そ

ういうものでいいのならよろしいと思いますし、もう少しということであれば、またご相

談ということになるかもしれません。 

 

（飯田農業計画課長） 

 肥料の投入量自体が減っているという表現になりますので、ここは「費」と書いてはい

ますけれども、肥料の量そのものは節減されているということです。 

 

（長澤委員長） 

 そういうニュアンスに変えたいと思います。 
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 総合評価についても、「肥料費の節減」と書いてありますね。 

 

（仲家農業水産部長） 

 そうですね。そこも連動させたほうがいいかもしれません。 

 

（長澤委員長） 

 ここも「費」を削除するということですね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

（波多野委員） 

 最後から２行目と３行目に「環境改善」が２回かぶっていますね。これは、後ろのほう

を「公共水域の水質改善」にしますか。先ほどのタイトルがそうでしたので。 

 

（長澤委員長） 

 そうですね。同じ言葉を繰り返すのはよろしくないので、そうしましょう。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 

（紺野委員） 

 今後の課題のところで、書きぶりだと思うのですけれども、書いてある内容が課題では

ないような気がします。水質環境を保全するために一体的、計画的に進めていく必要があ

るということですが、何に対しての課題なのかということがはっきりわからないような感

じがします。 

 

（長澤委員長） 

 そう書いた背景を補足していただけますか。 

 

（事務局） 

 地域で牛が増頭しているということと、家畜ふん尿由来の水質負荷物質が流れ出ている

ということと、今、この地域の周辺で環境保全型かんがい排水事業が行われておりまして、

家畜ふん尿の有効利用と水質の負荷軽減、地域環境改善を進めているところではあります

けれども、今後もその事業を推進していくという趣旨で書いたところであります。 

 

（紺野委員） 

 課題というよりは、目標というイメージでしょうか。 
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（三野事業計画推進官） 

 若干補足をさせていただきます。 

 環境保全型かんがい排水事業は、別海地区以外にも西別川流域全域でやっている事業で

ありまして、この別海地区の１地区だけ終わっても、その流域全体という意味では、ほか

の部分もよくならないと全体がよくならないという意味で、流域全体を見渡したときにこ

ういう書き方になるという問題意識からこうさせていただいています。 

 基本的に、別海地区単体を見ると、やるべきことは全てやっているし、地元からの意見

も肯定的でしたし、とりあえず、我々が事業を実施して宿題的なものはなかったかと思っ

ているのですけれども、流域全体を見渡したときには、まだまだやるべきことがあるとい

うことが課題ですという意味で書かせていただいています。 

 

（長澤委員長） 

 よろしいですか。 

 

（紺野委員） 

 はい。 

 

（波多野委員） 

 私もここが気になっています。本質的な話になってしまうような気もしていますが、環

境保全型かんがい排水事業の環境保全型の定義というのは何ですか。 

 

（三野事業計画推進官） 

 我々は、環境保全型かんがい排水事業の事業実施要件と言っているのですけれども、一

つは、環境保全型農業をこのように進めますという市町村単位の計画をつくっていただく

ということです。その計画の中に、営農上の注意、例えば、雨が降りそうなときに家畜排

せつ物を圃場にまいてはいけませんと記載します。そこの上に雨が降れば、自動的に流れ

ていってしまいますから、幾ら気をつけてもそこはだめだということです。あとは、生の

まままいてはいけないとか、そういったルールを自主的に決めていただくということです。

そういった取り組みをするところに限って、環境保全型かんがい排水事業を実施するとい

うルールになっています。 

 もう一つは、事業が終わっても環境をずっとモニタリングしてくださいという約束事が

条件としてついています。これは、私どもは事業が終わってしまえば現場からいなくなっ

てしまいますので、その後は、地元の皆さんで、よくよく監視してくださいということで

す。やりっ放しで、それがもとのもくあみにならないようにという意味で、二つの縛りを

かけさせていただいています。そういったものがないところでは環境保全型かんがい排水

事業は実施しませんということです。そのかわりといっては何なのですが、国としても、
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末端支配面積５ヘクタールの用水路、排水路まで国庫負担割合７５％で実施いたしますと。

このようにやっていただくための条件があって、そのかわりと言っては何ですが、そうい

うメリット措置がありますよという事業実施方式になっています。 

 

（波多野委員） 

 わかりました。今後の課題は、環境保全型かんがい排水を流域レベルで広げていくこと

が大事だという観点はよくわかったのですが、環境保全型農業が９ページの（２）にあり

ます。これは、基本的に農業そのものの環境保全型農業技術はちゃんと定義されてあるは

ずですけれども、ここでそれが適用されているのですか。 

 今のお話を伺う限りにおいては、環境保全型農業を推進するために環境保全型かんがい

排水をやっているわけではなくて、地域で策定した環境保全型の取り組みを推進する場合

に限って、この事業が適用されるという形になっているように思われるわけです。 

 この（２）というのは、基本ですね。環境保全型農業は推進されているわけではないで

すね。 

 

（三野事業計画推進官） 

 いわゆるエコファーマーの基準と、私どもが言っている国営環境保全型かんがい排水事

業の環境保全型は連動しません。連動しないのですけれども、なるべく外から肥料を持っ

てきたりということをしないようにしましょうというのは、この事業制度をつくったとき

に、かなり珍しいのですが、時の農産園芸局の環境保全農業対策室と、当時の事業実施部

局の構造改善局が話し合いをしまして、環境保全型農業の市町村計画に、こういう項目を

乗せてくださいという条件は、当時の農産園芸局につくってもらっているのです。ですか

ら、連動はしないのですけれども、観点としては入っています。事業実施要件と環境保全

型農業の定義の間ぐらいにあるという位置づけになっています。 

 

（波多野委員） 

 これは、すごく大事なところですね。そのことを目的として１００％やれればその事業

をやれるという説明なのだけれども、そうでない限りは事業化できないという話ですね。

ところが、環境保全型農業を１００％やっているわけではないのだけれども、自分のとこ

ろでやりますと言ったら、その方向性を認めるという名前になっているのですね。多少曖

昧な部分があります。 

 

（三野事業計画推進官） 

 ストライクゾーンとしては、若干広いかもしれないです。 
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（波多野委員） 

 私は、今後の課題はそれをきちんとするべきではないかというのが今後の課題ではない

かと思いながら聞いていました。 

 

（三野事業計画推進官） 

 制度を含めて、事業の課題と言えるかどうかなのです。地域の農業の課題かもしれない

のですけれども、その事業実施、あるいは事業の成果としての課題かどうかです。ですか

ら、ダイレクトではないけれども、周辺事情としてはこういうものもあるとは何となく言

えるような気もします。 

 

（波多野委員） 

 ここは、具体的に環境保全型農業の取り組みが書けるわけではないわけですね。 

 

（三野事業計画推進官） 

 そうです。そこまでは１００％連動しているわけではないです。 

 

（波多野委員） 

 推進はしようという努力で、地域としてはそういう目標を持っているわけですね。それ

を国の定義と合わせるところにはまだ至っていないということですね。 

 

（三野事業計画推進官） 

 そうです。この事業制度では、まだそこまでは行っていないです。 

 

（波多野委員） 

 そこは、意欲的な気もしますし、それをちゃんと制度化できるととてもいいような気が

するので、これは課題にならないのかなと思います。 

 

（三野事業計画推進官） 

 平成９年に、事業実施の要綱、要領をつくったときは、そういう判断でしかなかったの

です。 

 

（波多野委員） 

 なかなかいい線に行っているのですけれどもね。 

 

（長澤委員長） 

 別海西部地区とか別海南部地区とか根室全体でそういう視点から取り組んでいく必要が
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ある、それが今後の課題として背景にはあるのですけれども、いきなりこの２行の短い文

章が出ていったときに、社会が理解するかなという気がしなくもないですね。 

 これは、別海地区の国営かんがい事業の今後の課題ということではなくて、地域におけ

る今後の課題ですね。 

 

（三野事業計画推進官） 

 そうです。 

 

（長澤委員長） 

 この経験を十分に生かして、根室管内の環境保全に役立てるのが課題だという意味合い

なのかと思いましたが、ここはちょっと説明が不足しているかもしれませんね。 

 

（仲家農業水産部長） 

 これは環境保全型農業の推進の寄与ということで書いてあるのですけれども、肥培かん

がい施設を整備してスラリー化することによって、有機肥料としての質を高めて、化学肥

料に頼らない、まさに環境保全型農業をするということです。ですから、それが環境保全

型農業に寄与しているということは、この中で説明として言っています。まさに本質的な

部分なのですけれども、これは事業の課題なのでしょうか。 

 それは波及効果のところに書いてあるわけです。環境保全型農業の推進にも寄与するこ

とになっていますと。ですから、本来、この事業の目的としていない点について課題とい

うふうに解釈されると、この事業がこの性格づけ、リンケージがそこまでないものですか

ら、ちょっと捉え方が違ってしまいます。そこはちょっと微妙なところだと思います。 

 

（波多野委員） 

 ですから、そのリンケージを確固たるものにするのも課題ですし、１８％より高めてい

くというのも課題ですね。 

 

（仲家農業水産部長） 

 課題という言い方ですね。これは事後評価なので、当初の事業の目的に照らしてどうか

ということになってくると、当初の目的はそこまでリンクがないわけです。ですから、こ

の事業をやった効果を結果的に見るといい波及効果が出てきているので、それを広めるの

は非常にいいことだけれども、それが課題なのかということです。課題という意味ではな

くて、地域農業の今後により寄与するということです。それをさらに進めていくことで、

より地域の農業の発展がつながるという視点ではないでしょうか。 
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（三野事業計画推進官） 

 次のステップのようなことですね。 

 

（仲家農業水産部長） 

 次に向けて、この事業の効果をよりステップアップさせるためということでしょうか、 

 

（三野事業計画推進官） 

 より高いレベルでという感じかもしれませんね。 

 

（長澤委員長） 

 そういうニュアンスにできればいいですね。 

 

（飯田農業計画課長） 

 事後評価の大きな趣旨として、一つは、この事業をやった結果、その地区がどうであっ

たのか、その効果を確認、検証するということが第一ですが、それと同時に、その結果を

踏まえて、同様の事業のこれからの進め方等に生かしていくという趣旨が同時にあります。 

 ただ、今後の課題ということで各地区を並べてみますと、お気づきのように、この地区

だけは書きぶりが違います。それは、先ほどから言っている、広い地域、それから、これ

からということを目指して、課題かどうか、その認識はいろいろご意見があろうと思いま

すけれども、課題欄に記載したということです。少し違和感があるのも確かだと思います

が、趣旨としては間違ってはいないと思っています。 

 

（黒﨑調整官） 

 この地区だけ、これを書いているのです。先ほどお話ししました地元でつくっている環

境保全計画、これは別海町が作成しているのですけれども、別海町が作成しているものの

中の目標の一つは、風蓮湖です。この水質改善が必要なわけであって、別海町の環境保全

計画全体にとりましては、別海地区は一部ですので、いずれほかの地区の流入も、現在は

風蓮湖に流入しているわけですから、そういう観点から、この地区に関しては別海地区で

そういうことが実証されたので、風蓮湖に流れ込む周辺地区についても引き続き推進して

いく、そういうことを言ってほかの地区とは差別化されるのですけれども、そういう整理

にしてもいいとは思います。 

 風蓮湖といいますか、別海町の環境保全計画があるというところの趣旨を少し書き込ん

であげると、この周辺地区も推進すべきだということが課題だとして、少し丁寧に書ける

かもしれません。 
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（長澤委員長） 

 やはり、今後の課題というテーマですから、これから周辺で工夫すべきことや、もうち

ょっと強化すべきこと、読む人はそういうニュアンスで受け取るでしょうね。ただ、ここ

に書いてある内容はそういうことではないのです。 

 

（黒﨑調整官） 

 そういう趣旨を少し加えますか。 

 

（三野事業計画推進官） 

 そうですね。これは、環境保全型かんがいの第１号地区だったので、事業を実施してみ

ると、別海町がつくっていた環境保全型農業推進計画がもっと上に行けたのではないかと

いう言い方もできるかもしれません。事業が終わってみて、国営環境保全型かんがい排水

が果たした役割が当初思っていたよりも大きかったのか、小さかったのかということをち

ゃんと分析しなければだめかもしれないということもあり得るかもしれません。ただ、環

境保全型農業と１００％連動しているわけではないというところがあります。 

 

（長澤委員長） 

 でも、資源循環に対して、かんがい用水が有効に働いているわけですから、私はそれで

いいと思います。 

 

（菊池農業整備課長） 

 非常に大きなテーマで議論をされているので、瑣末な話になってしまいますが、今回の

現地調査概要の中で一つ言うなら、四点目のところは今後の課題として残っているのです。

土砂緩止林の食害問題ですね。植林方法について、今後、検討する必要があるではないか

ということですので、私どももまだ引き続きやっている部分もありますし、これが言いっ

放しで終わるのはちょっとどうかという感じもしているのです。 

 それは、小さいながらも今後の課題の一つになると思いますので、こういったことは関

連して触れればどうかという感じは、個人的には思っていました。 

 

（黒﨑調整官） 

 そういう経験を生かしながら、別海地区の周辺地域で進めていくということもやれると

思います。 

 

（長澤委員長） 

 今、菊池課長がおっしゃったような土砂緩止林の育成について、現地見学のときには立

派なところを見せていただきましたけれども、いろいろな問題がないわけではないという
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ことは存じています。そういうことを念頭に置いた今後の課題として、もうちょっと検討

していただけますか。いわゆる言葉どおり課題的なことですね。 

 

（三野事業計画推進官） 

 はい。 

 

（波多野委員） 

 やはり、地域環境を湖沼水質改善と具体的に書いたほうがいいのではないでしょうか。

保全しているというよりも、むしろ改善したいから適用している感じがします。土砂緩止

林についてもそうですね。 

 ちょっとわからないのは、地域環境の保全というと、僕は、あの散布方法については問

題があると思いますので本当に大きな課題だと思います。それについて手が出せないとい

う痛みを持っているわけですね。ただ、手を出せないことを課題として挙げるわけにはい

かないのです。しかし、地域環境の保全と書くと、それも全部含んでいるような感じがし

ますので、もう少し事業の目的に沿って書いてもいいのかなと思いました。 

 

（長澤委員長） 

 確かに、地域環境の保全ではなくて改善ではないかというのはおっしゃるとおりですね。 

 

（波多野委員） 

 そうですね。ちょっと検討していただいたらいいのではないかと思います。 

 

（長澤委員長） 

 それでは、今の議論の内容を踏まえて、もう一度ご検討いただきたいと思います。 

 

（三野事業計画推進官） 

 はい。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

（長澤委員長） 

 それでは、次の芽室地区について、現地調査の概要その他に関するご説明をお願いいた

します。 
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（事務局） 

 それでは、芽室地区について説明いたします。 

 資料４の３ページ目になります。 

 芽室地区の現地調査の概要ですが、これも日時と出席者、現地のどこを見たかというこ

とを記載しております。 

 参加者からのご意見につきましては、土壌水分のコントロールを学ぶことで品質向上、

収量増加に効果を発揮している。従来は、作物の品質にばらつきがあったが、作物の品質

が均一にできるようになった。施設の老朽化に伴う補修費やダムの機器更新にかかる費用

負担を懸念している、などのご意見がありました。 

 続きまして、評価結果です。資料５の１１ページをごらんください。 

 １１ページからが芽室地区の評価書になっております。 

 芽室地区ですが、かんがい期間の降水量が少なく、かんがい施設が未整備でしたので用

水不足を生じていたことと、一部では排水不良で湛水、過湿被害がありました地区であり

ます。 

 主要工事はダム１カ所、用水路２７４．５ｋｍ、排水路１７．２ｋｍであります。 

 評価書ですが、以前、委員の皆様にご説明したものからの変更箇所をお伝えいたします。 

 １４ページ目の中ほどの③の部分ですが、畑地かんがい施設による作物の安定生産と営

農作業効率の向上という項目です。 

 下２行の「一方、圃場の大区画化や経営規模の拡大に伴って散水施設の利用に不便を感

じているケースがあり、受益者の中には受益地の一様な整備を求める意見もある。」とい

う一文を追加しているところです。 

 また、１６ページの総合評価で、一番下の行ですが、「土地利用の変化や、農地流動化

に応じた水利用、整備手法を検討する。」という一文を追記しているところであります。 

 芽室地区の今後の課題といたしましては、「本事業において整備した農業用用排水施設

の効果は一定の効果を上げており、農家からの評価にもつながっている。この事業効果を

継続的に発揮させるため、整備した農業用用排水施設の機能診断を定期的に実施し、適時

適切な補修を行うとともに、計画的な更新整備を実施する必要がある。」としています。 

 総合評価としましては、「畑地かんがい施設の整備及び排水改良が行われたことから、

農作物の単収の向上、農作業の効率化が図られ、広域ブランドや地域団体商標を導入した

産地化が促進されるなど、地域農業の振興に農業経営の安定に寄与している。 

 土地利用の変化や農地流動化に応じた水利用、整備手法を検討する。」としています。 

 以上です。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございます。 
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（三野事業計画推進官） 

 ここは、私から、若干補足をさせていただきたいと思います。 

 総合評価のところで、「土地利用の変化や農地流動化に応じた水利用、整備手法を検討

する」と書き足させていただいています。 

 これは、委員の方々と一緒に現地調査に行ったときに、受益者の圃場のところで、受益

者ご自身が、農地流動化で規模拡大して買ってみたら、給水栓がついていなかったという

コメントがありまして、同じことが意見交換会で他の受益者からも出まして、その原因を

私どもで確認しましたところ、いわゆる圃場配管があってリールマシンで水を散布できる

状態の整備水準までいっているところと、そうではなくて、水はとれるが給水栓がついて

いないところが二様になっているということがわかりまして、結局、「農地流動化に応じ

た水利用、整備手法を検討する」は、そういった整備のあり方について、少し検討しなけ

ればいけないだろう、事業実施主体として検討しなければいけないだろうという気持ちが

一つです。 

 それから、「土地利用の変化」と申し上げているのは、芽室地区の場合は特に小麦の作

付が増えていて、それに応じた水の使い方を少し考えなければいけないだろうということ

をもう一つの事業実施主体としての総合評価として位置づけさせていただこうと思ってい

ます。 

 あわせまして、北海道の意見のところをご覧ください。 

 北海道としても、「かんがい用水の利用拡大に向けたさらなる取り組みが必要である。」

とあります。これは、関連事業の実施主体である北海道としても、先ほど申し上げたよう

な農地流動化して規模拡大してみたら、水が使えないという状態はなるべくないほうがい

いと思っているということからしても、整備のあり方、水の使い方のあり方をお互いに少

し考えてみる必要があるということで、こういった書き方にさせていただいているという

経過であります。 

 これまでの現地調査あるいは第１回技術検討会までには私どもも十分把握していなかっ

た部分がありましたので、今回、こういう形で追加をさせていただきました。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございます。 

 これは、そのような経緯があってでき上がっております。 

 芽室町の意見も、似たようなニュアンスのことが書いてあるのですか。 

 

（三野事業計画推進官） 

 芽室町役場の意見はそうでもないです。 
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（黒﨑調整官） 

 要は、全体を通して良かったということでしょう。 

 

（長澤委員長） 

 そうですね。 

 特に書いていませんね。北海道の意見も反映させた書き方になっているということです。 

 いかがでしょうか。 

 

（岡村委員） 

 総合評価で今つけ加えられた部分は、今後の課題ではないのでしょうか。評価で検討す

るという言葉自体がおかしいなと感じるのです。 

 

（三野事業計画推進官） 

 課題として土地利用の変化や農地流動化に応じた水利用あるいは整備ができていないと

書いてしまうと、そこは整備しますという落ちしかないと思うのです。先ほど、私どもの

課長の飯田も言いましたけれども、本当に今のままでいいかどうかというところも含めて、

総合評価として先々検討させていただくということで、総合評価のほうに入れさせていた

だいているのです。 

 

（岡村委員） 

 評価というのは、実施済の事業に対してどうだったかということだと思います。これは

事後評価ですが、検討しますというのは評価にならないと思うのです。 

 

（長澤委員長） 

 事業管理委員会のほうでも、事務局のほうでも、このワンセンテンスを課題のほうに入

れるか、総合評価のほうに入れるか、内部で議論があったかと思うのですけれども、事業

実施の立場としては、総合評価に入れたいということですか。 

 

（三野事業計画推進官） 

 そうですね。検討するということが評価の結果です。国営かんがい排水事業というレベ

ルで見れば、芽室地区の計画、芽室地区の実施はまずまずよかったのだが、今となってみ

れば、さらに考えなければいけないところがあるというのが評価かなと思っています。そ

こは、北海道もこれからということを考えればという意味で、かんがい用水の利用拡大に

向けたさらなる取り組みが必要であるという書き方でまとまっております。 

 芽室地区単体といいますか、同様の事業を考えたときに、今後の検討ということを総合

評価に入れさせていただいたということです。 
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 ひとまず、経済性は１．１１と書いてあるのですけれども、現状でも１．１１で、要は

経済性を上回っているので、別に経済性だけで決まるものではないですけれども、だめか

というと、そうでもないところがあります。 

 

（黒﨑調整官） 

 この総合評価の位置づけ自体でございますけれども、１から５まで全部取りまとめて総

合評価でまとめているという整理でございます。そういう意味では、課題も含めて書いて

あるということでも整理できるかと思っております。 

 

（岡村委員） 

 そういうことであれば、課題のほうにそういうことを少し書いてから総合評価としてこ

ちらに書くということであれば論理としてわかるのですけれども、これだけで出てくると、

日本語の論理として非常に変だなと感じます。 

 

（三野事業計画推進官） 

 先ほどの芽室地区の１４ページで、圃場の大区画化や経営規模の拡大に伴って不便を感

じているケースがあり、受益者の中には受益地の一様の整備を求める意見もあるというこ

とを課題として書かせていただいて、それを受ける形で総合評価を検討するという形でい

かがでしょうか。 

 そこのところは、現地調査で得た情報として位置づければいいのではないかと思ってい

ます。要は、現地調査から発見した課題ということです。 

 

（中原委員） 

 この受益農家は、ちゃんと決意して、リールマシンを想定して事業に乗った人たちなの

ですけれども、地域合意をどうしたらいいかというのは悩ましい問題だと思うのです。離

農する人は、最初から姿勢が違うわけですね。結果として、地域農業としては、規模拡大

の枠組みの中で受けとめざるを得ないのです。そこの落差みたいなものをこの地域の方は

かぶってしまっているわけです。 

 

（黒﨑調整官） 

 そういったところがご意見として出てきているということです。 

 

（飯田農業計画課長） 

 おそらく、地域全体で見たときも、農地の集積というのは、結局、離農跡地をいかに継

承してそれをまとめていくかということになります。そこで、今回、現地調査でお話があ

った方のように、継承してみたものの、給水栓がない、もしくは給水栓まではるかに遠い
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という不便さが、まさにこの事業が終わってから実感されてきたということです。ですか

ら、大きな目で見ても、地域全体にとっても、これから考えなければいけないところだと

思います。 

 以前もご説明したかもしれませんが、やはり、畑地かんがいというのは、この事業がス

タートして、農家の方々も初めての経験ですから、では、どこまで整備したらいいのかと

いうのもいろいろな意見があって、地域の皆さんといろいろと話していく中で、圃場の給

水栓の整備水準は必ずしも均質化はされていないというのが現在の状態ですから、必ずい

ろいろなレベルの圃場が地域に混在しているのです。ですから、将来に向けて、農家戸数

が減っていく中でこれを継承、集積していくときに、これから考えなければいけない大き

なテーマだと理解しております。 

 

（長澤委員長） 

 岡村委員はいかがですか。 

 唐突に出てきたのではなくて、布石は打ってあるという感じではないでしょうか。 

 先ほどの三野事業計画推進官のお話は、１４ページのつけ加えた内容を課題のほうに移

すということですね。 

 

（三野事業計画推進官） 

 ここはここで残しておいて、課題のほうにも書くということです。 

 

（仲家農業水産部長） 

 ここにあるけれども、最後の評価に書いてあって、確かにおっしゃるとおりなので、受

ける形になるように書きぶりを少し検討させてください。 

 

（岡村委員） 

 評価であれば、「検討する」ではなくて、「検討する必要がある」という言葉ではない

でしょうか。 

 

（仲家農業水産部長） 

 確かにそうですので、そこも含めて検討させていただきます。 

 

（長澤委員長） 

 お願いいたします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 
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（長澤委員長） 

 それでは、委員長私案についてお願いします。 

 

（事務局） 

 芽室地区の委員長案を読み上げます。 

 「本事業及び関連事業の実施によるかんがい用水の安定供給により、適期にかん水・防

除等ができるようになったことに加え、排水性が改善されたことから、受益農家の経営安

定に寄与したと評価できる。作物の安定生産が可能となり、広域ブランドや地域団体商標

を導入した産地化にも寄与している。 

 今後、水利施設の維持管理や土地利用の変化に応じた水資源の利活用について、一層の

配慮が望まれる。」。 

 以上です。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございます。 

 最後のパラグラフに今の議論を盛り込んだつもりですが、言い回しを修正する必要はあ

りますか。 

 ちょっと戻りまして、総合評価ですが、「地域農業の振興に農業経営の安定に」という

のはおかしいですね。「とか」あるいは「や」ですね。 

 ほかに何かご意見はございませんか。 

 

（波多野委員） 

 これは、配慮ではなくて、検討すると相手は断言しているのだから、配慮して進めなさ

いという後押しでもいいような気がしました。 

 

（長澤委員長） 

 もっと強く表現すべきですか。 

 

（波多野委員） 

 配慮するというのは、利活用に配慮するということですか。私は、皆さんに配慮すると

いう意味合いだと思っていました。 

 わかりました。利活用の整備を進めなさいということですね。 

 総合評価のほうは、今までのものはよかったのだけれども、一方、今後、土地利用の変

化や農地流動化が進んでくる可能性があるので、整備手法を検討するというふうにすれば、

このままで、一方という言葉と進んでくるということを入れれば、検討するでいいと思う

のです。むしろ、そのほうが意欲的なので、私はこのほうがいいと思っております。 
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 そうすると、受ける側としては、やはり進めてほしいわけだから、武士に二言はないの

でしょうねということになると思います。よいことは、ちゃんとやってほしいと思います。 

 もうちょっと踏み込んでもいいような気がしました。 

 

（中原委員） 

 水資源の利活用について一層の具体化が望まれるというのは言い過ぎですか。 

 

（黒﨑調整官） 

 検討が望まれるで、このままでもいいかもしれません。利活用についての検討が望まれ

るということですね。 

 

（波多野委員） 

 私は、地域住民に配慮して検討を進めなさいというふうに思ったのです。 

 

（長澤委員長） 

 要するに、技術検討会意見というのは、事業主体である事業管理委員会の総括に対する

意見なのですね。 

 

（波多野委員） 

 検討のときにいろいろな配慮をしなさいという意味になるわけですか。 

 

（長澤委員長） 

 そうです。ですから、事業主体に対する注文のようなものです。これは、あくまでも意

見ですね。 

 

（黒﨑調整官） 

 そういう意味では、幅広いほうがいいかもしれません。 

 

（長澤委員長） 

 その辺の言葉遣いについても、もうちょっと検討させていただきたいと思います。 

 この後、事務局からお話があると思いますけれども、再度調整してバージョン２をつく

り、委員の皆さんに確認していただきます。 

 芽室地区に関して、ほかにございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

（長澤委員長） 

 それでは次に、畑地帯総合土地改良パイロット事業の天塩平原地区と、これと一体で評
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価している国営かんがい排水事業雄信内地区に関する説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 それでは、天塩平原・雄信内地区の現地調査の概要から進めさせていただきます。 

 資料４の四つ目になります。 

 天塩平原・雄信内地区の現地調査の概要です。 

 参加者からのご意見につきましては、肥培かんがいを行うことで３番草まで安定した収

穫が可能となった。スラリー化したふん尿は臭いがなくなるので、生活環境が改善した。

取水施設は、通常、春と秋の年２回、土砂除去や埋設管渠の目詰まりを防ぐ作業を行って

いる。牧草の収量が増加したことから、地区内での利用のほか、他地域にも販売している。

という意見があったところです。 

 続きまして、評価結果です。 

 資料５の１７ページからが天塩平原・雄信内地区の評価書になります。 

 この地区ですが、以前はかんがい施設が未整備で、一部の圃場では未墾地の介在により

小区画となっていたところであります。 

 主要工事は貯水池１カ所、用水路８６．８ｋｍ、農地造成３９ｈａであります。 

 評価書ですが、以前、委員の皆様にご説明したものからの変更箇所をお伝えいたします。 

 地区名ですけれども、従来は国営かんがい排水事業である雄信内地区を先にして雄信内・

天塩平原地区と記載していたところですが、農林水産省からの指導がありまして、「平成

２６年度農林水産省政策評価実施計画」という計画がございまして、こちらで地区名を天

塩平原・雄信内地区と登録しているということなので、この名称に直してくださいという

指摘があったところです。ですので、天塩平原・雄信内地区と順序を変えております。 

 本体の修正した箇所でございますけれども、１９ページ目の４の（１）①作物生産の向

上とありますけれども、こちらの下２行で、芽室地区同様に、「一方、圃場の大区画化や

経営規模の拡大に伴って散水施設の利用に不便を感じているケースがあり、受益者の中に

は受益地の一様な整備を求める意見もある。」という一文を追記しています。 

 ２１ページ目の総合評価のところですけれども、３行目に、農作業の効率化及び肥料費

の節減ということで、肥料費の節減について追加しております。 

 また、総合評価の最後の１行に、芽室地区同様に、「農地流動化に応じた水利用、整備

手法を検討する。」を追記したところです。 

 今後の課題と総合評価をご説明いたします。 

 天塩平原・雄信内地区の今後の課題ですけれども、「事業効果を継続的に発揮させるた

め、整備した農業用用排水施設の機能診断を定期的に実施し、適時適切な補修・補強を行

うとともに、計画的な更新整備を実施する必要がある」としています。 

 総合評価としましては、「本事業の実施により、畑地かんがい用水が確保されるととも

に家畜ふん尿の効率的な農地還元が可能となったこと、未墾地の造成による大区画化が行
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われたことから、農作物の単収の向上、農作業の効率化及び肥料費の節減が図られ、農業

経営の安定に寄与している。 

 また、肥培かんがい施設の整備により畜舎周辺環境が改善されるとともに、集水埋設方

式の取水施設は、魚類等の水生生物の生息環境を保全している。 

 農地流動化に応じた水利用、整備手法を検討する。」としています。 

 以上です。 

 

（三野事業計画推進官） 

 芽室地区と天塩平原地区を比べて違うのは、芽室地区の場合は、受益面積全域にわたっ

て、ちょっと手を伸ばせば水が使える状態ではあるのですが、天塩平原地区については、

そこまでも行っていない部分がまだありまして、芽室地区よりも末端の整備が若干遅れて

いるという事実を認めざるを得ないので、道の方の意見ですけれども、確保された農業用

水の利用は十分ではないという部分で表現されています。 

 先ほどの芽室地区になぞらえれば、それが課題なのではないかという意見もおありかと

思いますが、かんがい用水の利用拡大に向けた積極的な取り組みが必要であるという北海

道の意見なのですけれども、現地で受益者の方がおっしゃったのは、基本的にはリールマ

シンでまいているのだけれども、規模拡大をしたり、区画拡大をしてみたら、リールマシ

ンが届かないところがあるのですという話がありまして、そこをどうしているのですかと

聞いたところ、タンクローリーで持って運んでまいていますと。要は、別海地区のように

してまいていますというお話がありましたので、そこを含めて、こういう表現にしていま

す。 

 芽室地区と違いまして、「土地利用の変化や」がついていないのは、芽室地区の場合は、

小麦の作付が増えたりという変化があったのですが、天塩平原地区の場合は、計画をつく

っているときも、今も全部牧草なので、土地利用の変化がないということで、そこはその

ようには書いていないのです。それだけの違いになります。芽室地区の文面をつくったの

と発想としては同じですけれども、状況の違いからそのようになっているということです。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございます。 

 さて、いかがでしょうか。 

 

（岡村委員） 

 １点確認したいのですけれども、現地調査の概要で、スラリー化したふん尿は臭いがな

くなるので生活環境が改善したということで、なくなるとされているのですが、こんなに

強い表現でいいのでしょうか。 

 その前の別海地区では、ふん尿は臭気が軽減されるためというくらいの表現だったと思
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います。 

 

（事務局） 

 臭いがゼロになるというわけではないので、ここは修正いたします。 

 

（岡村委員） 

 また、先ほどの総合評価とつながるのですけれども、検討するというところです。評価

の流れというのは、計画、プランがあって、実行、実施、ドゥがあって、チェックをしま

す。このチェックが評価だと思いますが、チェックから課題が出てアクションにつながっ

ていくと思います。これが、今、日本で普通にやられている流れだと思います。それとは

違う流れでやっているのであれば私の意見も変えなければいけないと思うのですけれども、

どうなのでしょうか。 

 

（長澤委員長） 

 これも、先ほどと同じように、今後の課題のところに総合評価の最後の文章に対応する

内容を盛り込むという意味ですね。 

 

（岡村委員） 

 それで少し改善されると思います。 

 検討するというのは、アクションなのです。評価というのは、あくまでもチェック部分

ではないかと思います。 

 

（長澤委員長） 

 先ほど、芽室地区についてはどうしたのでしたか。今のと似たような議論だと思います

が、これは検討するという表現のままでいいのではないかということになりましたか。 

 

（三野事業計画推進官） 

 検討する必要があるという表現です。 

 

（長澤委員長） 

 「必要がある」をつけたのですね。 

 「検討する必要がある」という表現ならよろしいですか。 

 

（岡村委員） 

 よろしいです。 
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（長澤委員長） 

 確認ですけれども、現地調査の概要については公表されるのですか。 

 

（事務局） 

 公表されます。 

 

（長澤委員長） 

 それでは、臭いはゼロになるわけではないというニュアンスにしたほうがいいですね。 

 

（事務局） 

 軽減されるのでという表現にしたいと思います。 

 

（長澤委員長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

 現地調査概要と評価結果資料等の中身について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

（波多野委員） 

 農地流動化が進んでいるという資料はどこにありましたか。 

 人の数が減っているということで見ていいのでしょうか。 

 

（三野事業計画推進官） 

 そうですね。受益者の数が減っていて、公共転用等で減った分以上には減っていないと

すれば、誰かが引き継いでいるということです。 

 

（波多野委員） 

 そうすると、先ほどの土地利用の変化というのは、小麦畑が増えているということで見

ればいいということでしたが、ここの評価としてはポジティブなことが書いてありますね。

ネガティブなことも起こっていて、これこれしかじかなのでこの必要があるというふうに、

もうちょっと丁寧に書かれたほうがいいと思います。 

 とにかく、水利用の整備手法を検討するということだけを言いたいがために書かれてい

ますけれども、理由をもうちょっときちんと書いておかないと唐突感があります。私たち

はわかっているのでいいのですが、むしろ入れてほしいと思っていることではありますけ

れども、理由が明瞭ではないという印象があります。 

 僕は、現地調査に行っていないので、文章だけを読むと、そう思います。芽室地区につ

いては、現地調査に行っていて、農家の人から話を聞いているので、その気になってしま

って、一緒になって言う側に立っているのですが、こちら側の話はじっくり聞いていない
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ので、文章だけを見ると、ついでに書いてしまっている印象を受けます。 

 

（長澤委員長） 

 ここでこういう表現をしたのは、先ほどの三野事業計画推進官の説明にあったように、

拡大したけれども、届かないということを踏まえて書いたのです。ただ、基礎資料の中に

データなどがあわせて乗っかっているかというと、どこを見たらいいのでしょうか。 

 

（波多野委員） 

 ちょっと手を加えたらいいなと思います。 

 

（黒﨑調整官） 

 ここも、基礎資料の作成時は、そこまで突っ込んだところの把握がなかったのですけれ

ども、地元の聞き取り等があったので、評価書の１９ページのところに、芽室地区と同じ

ようなところを埋め込んでいったという追加的な記述がございます。先ほどの芽室地区も

そうでしたけれども、課題のところの書き方を適当な格好にして少し修正したらよろしい

かと思います。 

 

（三野事業計画推進官） 

 あとは、基礎資料の天塩平原地区の１６ページで、タンカーでスラリー散布している様

子の写真が出ています。要は、リールマシンというスタイルにまだ至っていなくて、そこ

まで手が届かないので、車つきの機械でやっていますという事実があります。現場での意

見もそうだったということもありますので、その辺が一様な整備を求める意見もあり、課

題として位置づけさせていただいて、それを受ける形で全体を検討しますということです。 

 

（仲家農業水産部長） 

 ここは唐突感があるので、先ほどの地区と連動して、ここも考えたほうがいいですね。

前段までは寄与している、保全していると肯定的なのに、ここで唐突に課題が出ています。

ですから、先ほどの課題の前段部分を受けて、ここに少し表現を入れて、寄与している部

分はこうですが、一方の課題は現地の声などで確認できたので、それを受けて、最後に、

次のアクションに向けてのものを落とし込めば、わかりやすくなるのではないかと思いま

す。そこも含めて、文章を整理させていただきます。 

 

（波多野委員） 

 ここが悪かったら、全面見直しをするという評価になってしまいます。 
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（長澤委員長） 

 よろしいでしょうか。 

 全体の構成というか、全体のストーリーが整うように手を入れることにします。 

 ほかに何かご意見、ご質問はありますか。 

 それでは、委員長案についてお願いいたします。 

 

（事務局） 

 天塩平原・雄信内地区の委員長案を読み上げます。 

 「本事業及び関連事業の実施により、かんがい用水が確保され、家畜ふん尿の農地還元

が可能となった。このことで、購入肥料費の節減が図られ、受益農家の経営安定に寄与し

たほか、悪臭が解消されるなど、生活環境の改善も図られたことはおおいに評価できる。 

 農地流動化に応じた水利用、整備について一層の配慮が望まれる。」。 

 以上です。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございます。 

 ここも、先ほどと同じように、「購入肥料費」という言い方を変えたほうがいいですね。

総合評価のほうにも「肥料費」とありますね。 

 ここはリライトすることにして、内容はいかがでしょうか。 

 

（岡村委員） 

 ここは、総合評価にもあるように、集水埋設方式で、取水は当然できるのですけれども、

魚類に対する影響が非常に軽減あるいは保全されております。私も、検討委員会の委員と

して、あれは非常にすばらしいと評価していますので、その一文を足していただきたいと

思います。 

 

（長澤委員長） 

 生物環境ですね。 

 

（岡村委員） 

 魚類です。 

 

（長澤委員長） 

 あそこは、改善ではなくて保全ですね。 
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（岡村委員） 

 そうです。 

 

（長澤委員長） 

 取水方式は河川生物の生態環境を保全しているので評価できるという趣旨のことをつけ

加えることにしたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

（長澤委員長） 

 それでは、最後になりますが、国営総合農地防災事業石狩川愛別地区です。 

 現地調査概要並びにその他の説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 それでは、資料４の５ページ目になります。 

 石狩川愛別地区の現地調査の概要について説明いたします。 

 参加者からのご意見につきましては、洪水被害が想定されていた地域で、洪水被害の懸

念が解消され安心して営農できる。魚道の整備により、魚が上流に移動するようになった。

頭首工の更新により、維持管理労力が軽減した。取水施設の安全性が確保されたことで、

用水が安定供給され、水稲生産が維持されている。という意見がありました。 

 続きまして、評価結果ですが、資料５の２２ページからが石狩川愛別地区の評価書にな

ります。 

 石狩川愛別地区ですが、石狩川愛別頭首工において、河床低下に起因した堤体強度等の

低下、洪水流下能力の不足があり、これを国営総合農地防災事業として改修したところで

あります。 

 主要工事は頭首工１カ所であります。 

 評価書ですが、以前、委員の皆様にご説明したものからの変更箇所をお伝えいたします。 

 ２３ページ目中ほどに（２）災害防止効果とありますけれども、想定被害額の減少理由

につきまして、平成１９年にありました経済効果算定手法の変更が理由の一つにあること

を追記しているところです。従来は災害防止効果として計上していたもののうち、頭首工

からの用水の取水停止による作物の被害は、従来は、災害防止効果だったのですけれども、

新しい経済効果の算定手法では作物生産効果として計上しています。 

 その理由ですけれども、作物生産効果の算定方法として、施設の機能がなくなり取水で

きなくなった場合と、施設の機能が発揮されている場合との比較ということで作物生産効

果を算定することになったということがありましたので、このような扱いとなっておりま

す。 

 ２３ページ目から２４ページ目にかけての事業効果の発現状況ですが、以前、指摘をい
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ただきましたとおり、洪水被害に関する住民評価という項目を外しまして、農業生産の維

持及び安定の項目を②としております。 

 ②につきましても、回答者の割合をパーセンテージではなく、受益農家から聞き取った

意見という形で整理し、記載しております。 

 また、２４ページの（２）事業による波及効果のところですが、以前は、「本事業によ

り洪水被害の未然防止が図られるとともに」という書きぶりでしたけれども、ご指摘をい

ただいて、直接的な効果であります洪水被害の未然防止という言葉を外して、「本事業の

実施により、石狩川愛別頭首工からの安定した用水供給が継続されている」という書き方

にしております。 

 環境の変化につきましても、ご指摘をいただいたとおり、サケを外しています。 

 一番下の石狩川愛別地区ですけれども、今後の課題といたしまして、「事業効果を継続

的に発揮させるため、整備した頭首工の機能診断を定期的に実施し、適時適切な補修・補

強を行うとともに、計画的な更新整備を実施する必要がある。」としています。 

 総合評価としましては、「本事業の実施により、洪水被害の未然防止が図られ、農業生

産の維持及び安定、あわせて国土の保全に寄与している。 

 また、安定したかんがい用水の供給を継続し、水稲をはじめとする地域の農業生産の振

興に寄与するとともに、頭首工の魚道設置により、魚類等の水生生物の生息環境の保全に

も寄与している。」としています。 

 以上です。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

 

（岡村委員） 

 基礎資料の事業実施による環境の変化の（１）自然環境面の変化の最初の２行は必要で

しょうか。ほとんどの魚種が後半に出てくるので、この２行はなくてもここに書かれてい

ることは理解できるので、ないほうがすっきりすると思います。 

 

（黒﨑調整官） 

 ２行がなくてもいいということですね。 

 

（岡村委員） 

 なくてもわかるので、ないほうがすっきりするかと思います。 
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（事務局） 

 書き出しを「旧石狩川愛別頭首工には」とするのですね。 

 

（長澤委員長） 

 私もなくていいと思いますが、ほかの委員から何かご意見はございますか。 

 総合評価に水生生物の生息環境の保全と書いてありますけれども、保全でよろしいです

か。回復とか改善ではないですか。 

 

（岡村委員） 

 時間を長く見れば保全なのでしょうけれども、どちらでもいいです。 

 

（長澤委員長） 

 地元の声、基礎資料の内容、今後の課題、総合評価の内容について、ご質問、ご意見は

ございませんか。 

 地元の意見も反映した内容になっていると思いますけれども、よろしいですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

（長澤委員長） 

 それでは、技術検討会意見の委員長案についてお願いいたします。 

 

（事務局） 

 石狩川愛別地区の委員長案を読み上げます。 

 「本事業の実施により、洪水被害の未然防止が図られたと認められる。 

 また、頭首工の更新及び本事業の施設整備に伴う遠隔監視・遠隔操作システム等の導

入により、維持管理の効率化が実現したことに加え、地区内の農業用水の安定供給が継

続されることで良食味米の安定生産が可能となり、ブランド米の生産など地域農業の振

興に寄与していると評価できる。」。 

 以上です。 

 

（長澤委員長） 

 ありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

 

（森委員） 

 委員長案でいいと思います。大変わかりやすいです。 
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（長澤委員長） 

 「安定供給が継続される」というのがちょっとひっかかるのですが、よろしいですか。

安定供給が確保されるとか、ほかの言葉がいいかと思ったのですが、継続にしました。い

かがでしょうか。 

 

（森委員） 

 「継続的に安定供給される」とすれば、使う単語が変わらないで済むようになると思い

ます。「農業用水が継続的に安定供給されることで」というのはいかがでしょうか。 

 

（長澤委員長） 

 いいですね。「も」が続くと稚拙な感じがするので、森委員の案がいいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

（長澤委員長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、全体を通して、何か言い残したというところはございますか。 

 

（森委員） 

 天塩平原地区で悪臭が解消されるというのは軽減に直すという意見が出ていたと思いま

すが、委員長案には反映されないで次に移ったような気がします。 

 

（長澤委員長） 

 そのとおりですね。軽減にしましょう。 

 ほかに何かご意見、ご質問はありますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

（長澤委員長） 

 ないようでしたら、以上をもちまして議事については終了いたします。 

 事務局から提案があると思いますが、この後、なるべく早く委員の皆様からご意見をい

ただきまして、これまでの議論経過を踏まえて、技術検討会としての答申文を作成したい

と思います。ご意見をいただいた後の細かい文章内容については、私の責任で作成した上

で、委員の皆様のご確認をいただくという段取りでいきたいと思います。 

 それでは、委員の皆様、議事の円滑な進行にご協力いただきまして、ありがとうござい

ました。 

司会を事務局にお返しいたします。 
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（事務局） 

 それでは、事務局から、今後の日程などについてお伝えいたします。 

 今後の予定ですが、本日の委員会については、議事概要を各委員確認の上で、なるべく

早くプレスリリースする予定です。 

 本日の議事録については、１週間を目途に、各委員の確認を得て、プレスリリースいた

します。 

 また、委員会の答申につきましても、委員長から答申をいただいた後に、速やかにプレ

スリリースいたします。 

 事後評価については、地区別の総合評価は、北海道開発局などの地方局で実施すること

となっていますが、農林水産省において、政策評価の一環として、全国の事後評価地区と

あわせて、概算要求時に公表を予定しております。 

 それでは、本日の審議を終了いたしたいと思います。 

 閉会にあたりまして、農林水産部長の仲家からご挨拶申し上げます。 

 

（仲家農業水産部長） 

 本日は、お忙しい中をお越しいただきまして、各議題につきまして慎重にご審議いただ

き、本当にありがとうございました。 

 今日、幾つかの整理事項が残りましたけれども、まず、事務局側で本日の委員の方々の

ご意見を踏まえてしっかり修正させていただいて、委員長と整理させていただきたいと思

います。その上で、先ほどあった段取りのとおり、この８月末の平成２７年度の概算要求

にあわせて、評価結果を農水省全体として正式に公表するという手順になるかと思います。 

 この事後評価は、大変短期間でハードなスケジュールでございましたが、委員の皆さん

には、お忙しい中、非常に厳しい現地調査日程も含めてお願いして、大変申しわけなく思

っております。そういう中で、現場でも大変慎重にいろいろな方の声を聞いていただきま

して、本日、それを踏まえてご審議いただき、本当にありがとうございました。 

 これから、鋭意、取りまとめをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

 

４．閉  会 

（事務局） 

 これをもちまして、第２回国営事業評価技術検討会を終了いたします。 

 本日は、ありがとうございました。 

                                  以  上   


